
委託業務に係る提案書の募集公告 
 
次のとおり提案書の提出を募集する。 

 
令和４年１２月２３日 

石川県知事  馳    浩 
１ 業務概要 
（１）業務名 

石川県広域データ連携基盤（仮称）構築に係る調査業務 
 

（２）業務内容 
  ア 石川県広域データ連携基盤（仮称）構築に係る調査業務 

（ア）本県が示すビジョン・プロジェクト素案の検討状況等を踏まえ、県データ連

携基盤の要件（機能要件のほか、セキュリティや業務継続性の確保等の非機能

要件を含む）を整理すること。 
（イ）イニシャルコスト及びランニングコストの試算（オンプレミスで構築する場

合と SaaS 利用の場合等、複数パターンを想定）すること。 
（ウ）県広域データ連携基盤の実現に向けた体制（パーソナルデータの流通、利活

用を前提としたプライバシーポリシーなどのガバナンス設計を含む）案を策定

すること。 
（エ）現状とありたい姿を整理し、そこに至るまでのアプローチ方法を検討のうえ、

県広域データ連携基盤の構築に向けた、論点の洗い出しやロードマップ・来年

度以降の計画案を策定すること。 
  イ 報告書の作成 
    業務アの一連の調査検討を踏まえ、報告書を作成すること。 

報告書には以下の項目に相当する内容を必ず含むこととし、その上で追加すべ

き項目がある場合は、積極的に提案すること。 
・県広域データ連携基盤の要件 
・イニシャルコスト及びランニングコストの試算表 
・実現に向けた推進体制案 
・洗い出した論点と解決方針 
・構築に係るロードマップ案と令和７年度までの計画案 

  ウ 上記ア～イに付随する業務 
・委託業務にかかる経理に関すること。 
・委託業務の進捗状況を必要に応じて報告すること。 
・前各号に定めるもののほか、事業実施に関し、県の指示すること。 



・委託業務に係る打合せ 
 
（３）履行期間 

契約締結日から令和５年３月３１日まで 
 

（４）成果物 
   本業務の成果物として以下を納品すること。 
  ア 業務報告書 
  イ 県広域データ連携基盤の要件 
  ウ イニシャルコスト及びランニングコストの試算 
  エ 推進体制案 
  オ 洗い出した論点と解決方針 
  カ 構築に係るロードマップ案と令和７年度までの計画案 

 
２ 本プロポーザルに参加する者に必要な資格に関する事項 
  次に掲げる条件のすべてに該当する者であること。 
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

い者であること。 
（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の

申立てがなされている者でないこと。 
（３）本プロポーザルに係る書面審査の実施日において、平成１０年度以降石川県が発

注する物品の製造の請負、物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入

札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成９年石

川県告示第５８１号）に基づき、令和４年度における競争入札参加者資格を有する

と認められた者であること。 
（４）参加申込書の提出期限の翌日から本プロポーザルに係る提案書の審査実施日まで

の期間に石川県の指名停止措置を受けていない者であること。 
（５）役員（役員として登記又は届出されていないが、事実上経営に参画している者を

含む。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第６号に規定する暴力団員、又は暴力団関係者（暴力団の構成員及び

暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。）と認められる者

でないこと。 
（６） 事業の受託業務に関するノウハウを有し、事業の実施にあたり専任の担当者を

配置し、県との打合等に担当者等を出席させることが可能な者であること。 
 



３ 本プロポーザルの手続きに関する事項 
（１） プロポーザル実施要領等の配布 
  ア 配布する期間 

令和４年１２月２３日（金）から令和５年１月６日（金）まで 
イ 配布する方法 

以下の石川県ホームページよりダウンロードすること。 
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/johosei/digital/20221223_proposal.html 
 

（２） 質問の受付及び回答 
本プロポーザルに関して質問のある者は、実施要領に定める質問書により提出す

ること。 
ア 受付期間及び方法 

令和４年１２月２３日（金）から令和５年１月６日（金）午後５時までに石川

県総務部デジタル推進課（e120300@pref.ishikawa.lg.jp）に電子メールにより提

出すること。  
イ 回答方法 
  電子メールにより回答する。 

なお、質問及び回答の内容を、令和４年１２月２３日（金）から令和５年１月

１０日（火）午後５時までの間、以下の石川県ホームページに掲載する。 
  http://www.pref.ishikawa.lg.jp/johosei/digital/20221223_proposal.html 

 
４ 参加の申込み及び提案書の提出に関する事項 
（１）参加申込書及び提案書の提出 

本プロポーザルに参加を希望する者は、実施要領に定める参加申込書及び提案書

に必要な書類等を添付して提出期限までに提出すること。 
 

（２）提出期限 
令和５年１月６日（金）午後５時 
 

（３）提出方法 
電子メール（提出期限内必着とする。）により提出すること。 
 

（４）提出先メールアドレス 
   e120300@pref.ishikawa.lg.jp 
 
５ その他 



（１）詳細は、プロポーザル実施要領による。 
 
（２）受託候補者の選定にあたっては、石川県広域データ連携基盤（仮称）構築に係る

調査業務プロポーザル委員会において、提案書の内容を審査し、最も優れた提案を

した者を受託候補者として選定する。 
 
６ 問い合わせ先 
  〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１丁目１番地 
  石川県総務部デジタル推進課デジタル推進グループ 
  電話番号 ０７６－２２５－１２４３ 
  電子メール e120300a@pref.ishikawa.lg.jp 


